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｜参考資料５
(平成２５年度著作物等の適切な保護と利用。流通に閏するワーキングチーム（第２回）配布資料１）
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(プライベート，
配信型）
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第１回ＷＴにおける奥祁チーム員による発表によれば、ロッカー型クラウドサービスは、クラウド上のサー
バー（以下「ロッカー」という。）に保存されるコンテンツにアクセスできる者が誰かという視点（視点１）と、
ロッカーに保存されるコンテンツを誰が用意するのかという視点（視点２）の２つの視点から、４つのタイプに
分類することが可能。

視点１：プライベート型／共有型
プライベート型：１人の利用者のみが、ロッカーに保存されるコンテンツにアクセスできる。

ンテンツにアクセスできる。共有型：多数の利用者が、ロッカーに保存される．

言型／ユーザーアップロード型 (以下「ユーザーＵＬ型」という

F

、
ノ視点 配｛２ ｡

配信型：ロッカーに保存されるコンテンツは、クラウド事業者が用意する。
ユーザーＵＬ型：ロッカーに保存されるコンテンツは、利用者が用意する。
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クラウド事業者が用意し
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保存したコンテンツにつ

いて、利用者が事業者と

の契約等により、当該コ
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携帯端末等においていつ

でも利用（ダウンロード

又はストリーミング。以
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AmazonCIoudplayer，
電子書籍サービス
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(プライベート，
配信型）
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(共有・配信型）
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ユーザーＵＬ型）
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（共有“
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クラウド事業者が用意し

て（①）ロッカーに保存
したコンテンツを、多数

の利用者が共有して利用

（②．③）できるように
するサービス。

＜例＞

動画配信サービス

※奥祁チーム員によれば、
「通常の配信サービス

と変わらない」ため、
「実際にはあまり意味

のない類型」である。

利用者が用意したコンテ

ンツをﾛｯｶｰに保存し
（①）、当該コンテンツ

を多数の利用者が共有し
て利用（②．③）できる
ようにするサービス。
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プライベート型／配信型プライベート型〆ユーザーＵＬ型 Ｉ
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コンテンツ／ファイルを

変換する機能を追加
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著作権等の適切な権利の保護を図りつつ、新たな産業の創出や拡大を促進させるためには、
これらのサービスについてどのような議論をしていくべきか。
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保存できるコンテンツの種
類や内容等は問わないため、
利用者が自ら撮影した写真
や作成したドキュメントの
みならず、第三者が著作権

を有する音楽、映画等のコ
ンテンツも広く対象となり

うる。

また、①から②の過程のい
ずれでもコンテンツ／ファ
イルの変換は行われない。
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・両者が同一でない場合

→利用者のコンテンツが
ロッカーにアップロード

される（①’）ことで、
利用者は当該コンテンッ
を自らの様々な携帯端末
等において利用（②）可
能（タイプ２）。
、 ノ

、 ／ 、

①から②の過程のいずれか
で変換が行われる。なお、
変換とは様々なものが考え
られるが、－例としてファ
イル形式の変換などがある。
また、変換機能付加型には、
保存できるコンテンツの種
類や内容が特定のものに限

られるものと、限られない
ものが含まれる。
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･両者が同一の場合
→利用者はクラウド事業

者の保有するコンテンツ

を自らの様々な携帯端末
等においていつでも利用
（②）可能（タイプ１）。

クラウド事業者が用意して

（①）ロッカーに保存した
コンテンツについて、利用

者が事業者との契約等によ
り、当該コンテンツを自ら
の様々な携帯端末等におい
ていつでも利用（②）でき
るようにするサービス。

保存できるコンテンツの種
類や内容が特定のもの

（例：音楽や映画）に限ら
れる。
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※利用者が保存したコンテンツを、利用者に割り当てた保存領域にそのまま保存する：
サービスもあれば､異なる利用者から別々 に保存された同一のコンテンツについては１；

、 ノ

つのデータのみを保存するサービスも考えられる。

利用者が用意したコンテンツをロッカーに保存し（①）、当該コンテンツを自らの様々な

携帯端末等において利用（②）できるようにするサービス。
』

具体的なサービス事例

Yahoo1ボックス

マイキャビ(ﾆﾌﾃｨ）

SugarSync
※これらのサービスに付随する共有：
機能については別途検討周

：

GooglePlay[米］
AmazonCIoudPlayeIr[米］

(いずれもスキャン＆

マッチ機能搭載前）

属
固
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汎

iTunesMatch■

AmazonCloudPlayer[米］
GoogIePlay[米］

※我が国では、スキャン＆マッチ型
のサービスは展開されていない。

iTunesinthecloud

ＭｕｓｉｃＵｎｌｉｍｉｔｅｄ(ソニー）

AmazonCIoudPlayer[日］
GooglePIay[日］
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１．利用行為主体

各クラウドサービスにおける著作物の複製等の主体が利用者であるのか、事業者
であるのかは必ずしも明らかではないことから、著作物の利用行為主体をどのよう
に考えるべきか。

【

２． 「個人的に又は家庭内そ鰯他これに準ずる限られた範囲内』
（法第30条第１項）該当性，。｡‘鱗‘即縦，． ：

各クラウドサービスに関し、複製行為の主体が利用者と評価される場合について、

法第30条第１項の要件である「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範
囲内」の該当性をどのように考えるべきか。

§３柵衆職置憲動複製機器(法第30条雷噸熱潮該当iirｱ繊胤蝉騨一．！“

各クラウドサービスに関し、複製行為の主体が利用者と評価される場合であり、
かつ当該複製行為が私的使用目的の複製に該当する場合、当該複製行為に用いられ
るクラウド上のサーバーについて、公衆用設置自動複製機器の該当性をどのように
考えるべきか。

４．「公衆』該当性
蛾串.fW蒲需門

蹴 灘職

各クラウドサービスに関し、送信行為の主体が事業者と評価される場合に、事業
者の行う当該送信行為について、「自動公衆送信」（法第２条第１項第９号の４）
の該当性（事業者の行う利用者に対する当該送信行為が「公衆」性を満たすか。）
をどのように考えるべきか。
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冒利者へ の適切な対価‘,ｉ還元。畔．・追昼圭邑 －－－一一一一上j竪昌苧陰.－．－…‐一－ －－－

クラウドサービス等の技術の発展に対応した、適切な権利者への対価還元のあり
方についてどのように考えるか。

１
（参考）過去の著作権法の一部改正 し 」

○バックアップや処理の効率化の目的で行われる複製行為にかかる権利制限規定の創設
バックアップ目的の複製行為については、平成２１年の著作権法改正により送信の障害

の防止等のための複製について権利制限規定が整備されている（法第47条の５）。また、
処理の効率化目的の複製行為については、 平成24年の著作

技術を利用し た情報提供の準備に必要な情報処理のための

整備されている (法第47条の９）
５

権法改正において、情報通信
利用に関して権利制限規定が


